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西那須野における開拓集落の変容と地域的特色  
一那須開墾社開拓地を事例として－  

椿 真智子・満田宏子・幸田一男・中嶋則夫   

Ⅰ はじめに  

蛇堀川と帯川に挟まれた西原の扇央部は，那須  

開墾杜により開拓が着手される以前は周辺64カ村  

の入会原野であり，わずかに大田原周辺において  

天保期の開拓が試みられたほかは明治初年まで未  

開発の土地として残されていた。地下水面が極め  

て探いために水利が得られず，火U」性の酸性土填  

で地味も低いといった劣悪な土地条件が，この地  

域の開発を遅らせた大きな要因であった。1紬5年  

（明治18）の那須疏水開削後も水利は十分ではな  

く，劣悪な土地条件は開拓暴落における土地利用  

および生業形態に大きな制約を与えてきたといえ  

る。こうした限界地的性格を有する那須野ヶ原扇  

央部において明治以降多くの開拓事業が着手され  

たが，なかでも那須開墾社は，華族を中心とする  

個人農場とは異なり，印南丈作・央板武を初めと  

する地元の資本家により組織・運営された点に特  

色があった。1880年（明治13）に設立された那須開  

墾社ほ西原の官有地3，000町歩の貸し下げを受け，  

1881年（明治14）以降入植者の幕集を開始した。  

1885年（明治18）には那須野村が創設され1），那須  

疏水の通水，郵便局開設，縦道を初めとする道路  

の建設も行われた。さらに1886年（明治19）には東  

北本線那須停車場（西那須野駅）が開業されるなど  

公共機関や交通網の整備が進行し，入植者の増加  

とともに開拓集落の基礎が形成されていった（第  

1園）。   

那須開墾社の歴史的経緯および経営内容につ  

いては『西那須野町史』2），『栃木県史』3）を初め  

とする多くの研究者接がある。なかでも徳原（1977  

～1987）射は那墳開墾杜における労働力の分析を  

通じて，慢性的な労働力不足が那須開墾杜の崩壊  

に至る大きな要因となったことを指摘し，水沼  
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第1図 対象地域の概観  

（1986）5Jは那須開墾社における囚人労働の実態に  

ついて言及した。那須開墾社解散後に関しては，  

斉藤（1961）6Jが矢板農場の経常形態と解体過程に  

関して詳細な分析を行っている。   

水利に関しても田嶋（1956）7），篠崎（1976）8jを  

初めとする多くの論考があり，1985年には『那須  

疏水百年史』9）が刊行され，那須疏水の歴史的経  

緯および水利体系の全容がほぼ明らかとなった。  

五味（1986jlO）は那須疏水の水利秩序の形成とそ  
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究をふまえつつ，とくに三区町を中心とした土地  

所有および水利権の変遷について検討を進めた。  

三区町は，南端が国道4号に隣接し，那須開墾社  

軽骨期においては開墾社事務所（明治21年以降），  

西那須野村役場，小学校，郵便局，そのほか光尊  

寺および雲照寺，メソジスト派キリスト教会など  

の宗教施設がおかれ，開拓地の中心地的性格を備  

えていた15）。第3期の土地利用および土地所有  

についても，三区町の縦堀の東西を含む地域を中  

心に考察を行った。   

土地利用や土地所有といった空間的占拠形態と  

ともに，明治以降新たに成立した開拓集落におい  

て，地域を構成する主体である人間集団の社会  

的・共同体的結合がいかなる過程を総て形成され  

てきたのかは非常に興味深い間迎である。とくに  

本対象地域は第2次陛界大戦後著しい地域変貌を  

遂げた現在においても，「二区開拓史」16）・「ふ  

るさと三区」17）といった地区ごとの開拓史あるい  

は個人の開拓記録の刊行l削が積極的に行われる  

など，開拓集落としてのまとまりが強いように思  

われる。さまざまな人間の流入によl）成立した開  

拓集落における社会的結合の形成に関して，本稿  

では入植者の属性や社会観畝についても留意しつ  

つ考察を進める。  

丑 開拓集落の成立と展開  

1）那須開墾社の成立と入植の経緯  

a．那須開墾社の経営方針   

那須開墾社は1880年（明治13）9月政府より西原  

の官有地3，000町歩の貸し下げを受け，さらに  

1884年（明治17）9月旧敵農局の模範農場用地400  

町歩を加え，総面積3，400町歩の開拓に着手する  

ことになった。これは那須野ケ原における開拓事  

業の中でも最大の規模である。1884年の「那須開  

墾社申合規則」によれば，開拓地3，400町歩のう  

ち600町歩は入植者に分与し，1，600町歩は植林，  

1，200町歩は牧畜に利用することが計画されてい  

た19）。土地利用計画にもとづき，那須開墾社は  

複数の計画図面弧を作成している。第2図に示  

の変化を考察し，水管理の開祖点を指摘した。那  

墳開墾社開拓地に関しては，関東束山農業試験場  

が水利慣行と第2次世界大戦後の開田化に関して  

詳細な報告を行っている11）。また那須野ケ原扇  

状地の農業および土地利用については松井らによ  

る多くの研究蓄積がある12）。本対象地域は，松  

井（1967）13）の農業地域区分によれば，1947年で  

は水稲・陸稲，養蚕を組み合わせた畑作卓越地域  

に属していたが，1965年には一部養蚕を行う水田  

地域に変化していた。那須野ヶ原全体からみても  

本村象地域は開田化の進展が早く，とくに第2次  

世界大戦後は水田卓越地帯としての特色を有する  

に至った。本対象地域が，林業経営や酪農経常が  

串越した他の開拓集落と輿なる過程を経で，水田  

卓越地帯へと変貌を遂げたことは地域的特色とみ  

なしうる注目すべき点である。さらに1970年以降  

は宅地，工場，事業所の建設が進み，新住民の流  

入とあいまって新たな地域変容が進行しつつあ  

る。   

地域はさまざまな要素からなる複合体であり，  

要素の複雑な相互関係から成り立っている。本稿  

では，扇央部という劣悪な土地条件下にありなが  

ら水田卓越地帯として変貌を遂げた本対象地域の  

地域的特色が，どのような要素の相互関係のもと  

で，いかなる過程を経て形成されてきたのかを明  

らかにすることを目的としている。地域的特色の  

解明にあたって，とくに土地利用，土地所有，農  

業経営，水利の4つの点に注目した。また変容過  

程を捉えるうえで，明治以降現在までを3時期に  

区分して検討せ行った。第ユ期は，那須開墾社が  

設立され実質的に結社農場の形態をとった1881年  

まで，第2期は株主への土地配分により複数の地  

主・小作制農場が成立していた第2次世界大戦ま  

で，第3期は戦後の農地解放と電気揚水ポンプの  

導入により土地所有や景観が大きく変化した現在  

までの時期である。第1期については史料的制約  

も多いが，主に那須開墾社史科14）にもとづき，  

那須開墾社の土地利用および土地所有計画にみる  

経営形態の特色と直営農場の経営状況を明らかに  

することを試みた。第2期については，従来の研  
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した土地利用計画図は作成年代不明であるが，  

1886年（明治19）に宇都宮一幕磯間が開通した東北  

本線と那須疏水第4分水の加治屋堀が記載されて  

いることから，1886年頃の作成図面と考えられる。  

那須開墾社は開拓地内を直営農場，株主邸地，移  

住人分与地の3つに区分し，縦迫を境として束側  

に株主邸地と直営農場を，西側に移住人分与地を  

配した。2つの直骨農場は，南が第一農場卜本  

木農場），北が第二農場（烏ケ森農場）と呼ばれ，  

那須開墾社事務所は1889年まで第鵬農場に，その  

後第二農場に置かれた。繹仁一農場付近は，那須開  

墾社開拓地の中では韓も高度が低く，地下水の得  

られやすい場所である。．またこ区以南は腐植質に  

富む軽しょう土で土層が深く，以北に比べ疏凍栽  

培に適していた21）。したがって那墳聞壁社は，  

より条件の良い場所から開拓に着手していったと  

いえよう。移住八分与地は，縦迫と百聞遣間が縦  

30間・横100間，横道両側が縦150間・械35間の長  

地状に区画され，山l互画が1戸分として割り当て  

られた。また防火滞として，縦道沿いの5戸分ご  

とに2間と4間の道路が交互に設けられた。さら  

に国道の両側は商業的利周を目的として，1区画  

3反の地割が行われていた。   

那須開墾社の株主は，株数に応じて出資を行う  

普通株主と，出資は行わず1株につき拓年150人  

の労力を提供する無出金株主とに分かれていた。｝  

那須開墾社創立時には，普通株主が200株のうち  

151株を占め，その9剥が那須郡・塩谷郡を中心  

とする栃木県出身者であった22）。…方，無出金  

株主は49株で西原の旧柑64カ村により構成されて  

いた。直営農場の労働力は，無出金株主および入  

植者の力役によるものであった23）。   

拝借地内への入植は1881年（明治14）に開始さ  

れ，分与面積は入植年により決定された。1882年  

10月までの入植者には，1戸あたり3町5反が分  

与されて毎月5人分15年間の力役が課され，1882  

年11月の飲用水勝間削後は2町5反分与・毎月  

3．5人分15年間の力投，1885年那須疏水第4分水  

開削後は1町歩分与・毎月1．5人分15年間の力投  

となり，入植条件が改善されるとともに分与面積  

第2図 那須開墾社の土地利用計画図  

（西那須野図書館所蔵）  
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は減少したのに対し力投負担は軽減されていっ  

た24）。   

那須開墾社の拝借地は1885年に最初の払い下げ  

が行われ，1887（明治20）3月までにすべての払い  

下げが終了した。鍬下年期は1880年から1899年（明  

治32）までの20年間のうち，貸し下げ期間を除く  
14年間と定められていたが，現実には鍬下年期の  

延長が認められ，那須開墾社地内において鍬下年  

期が終了したのは1937年（昭和12）であった。鍬下  

年期の延長は那須野ケ原の主要農場において一般  

的に認められた傾向であり土地生産性の低さを反  

映しているが25），那須開墾社と三島農場の鍬下  

年期が50年と最も長く，その他の農場では30年あ  

るいは25年がほとんどであった。これは両農場に  

三島通庸，松方正義，西郷従通らをはじめとする  

政府有力官僚が関係していたことによるものと考  

えられる。   

「那須開墾社申合規則」によれば，那須開墾社  

の結社期限は1881年から1900年までの20年間と定  

められていたが26） ，1887年の土地払い下げ終了  

後は運営方針が大きく変更されることとなった。  

すなわち観象台以北の約1，146町歩を松方に売却，  

以南の830町歩を入植者分与地とし，さらに1，336  

町歩を各棟主に分割することになった。これより  

那須開墾社の結社農場的性格は名実化し，複数の  

小作制農場が成立することになる。しかし株主構  

成からみると，すでに1881年頃より地元出身株主  

に代わって東京出身の株主が著しく増加する傾向  

にあり，那須開墾社の内部組織は変化を遂げつつ  

あった27）。1881年に一般株の77．6％は栃木県内  

の株主が所有していたが，1888年ではその割合が  

約17％と著しく低下していた。これは1885年から  

1887年にかけて，土地の払い下げや疏水開削の資  

金確保のため株売買が活発化し，東京株主への株  

の譲渡が進んだ結果とみられる。  

b．入植過程   

那須開墾社地内には1881年の5戸を初めとし  

て，漸次入植者が増加していった。1886年の「移  

住人名簿」28）によれば，1881年以降那須疏水開削  

前の1885年までには63戸が，縦堀が開削された  

1886年には最も多い117戸が入植した。現在の二  

区町および三区町における1945年（昭和20）までの  

入植戸数をみると，1886年をピークとしてその後  

も入植が継続的に行われてきたことがわかる（第  

3図）。1886年は疏水の開削や東北本線の開通な  

どにより入植者が急増したものと推測される。し  

かし三区町についてみると，1886年の「移住人名  

簿」に記載のある31戸のうち現在も存続している  

のは約32．3％にあたる10戸であり，入植後再び転  

出した者がかなり存在していたといえる。史料的  

制約から転出状況の正確な把握は困難であるが，  

同じく三区町において1896年（明治29）の「地所共  

有連名縛」に記載された53戸の現存率ほ47．2％で  

あったが，1921年（大正10）「大正十年榎戸数」に  

記載された81戸の現存率は79．0％に増加してい  

た。これは入植者の生活が次第に安定してきたこ  

とを示している。さらに明治30年代以降は分家に  

よる戸数増加もみられる。分家の大半は本家所有  

地の一部に宅地を所有する形をとったため，同じ  

区町内で本・分家関係が結ばれている場合が多く  

みられた。   

入植はまず南部のニッ室区・一区町から開始さ  

れたが，二区町と三区町における入植状況をみる  

と，まず縦道と横道を中心に入植が行われていっ  

たことがわかる（第4図）。とくに土地分割が行わ  

れた1888年までには，那須開墾社の設定した縦道  

西および横道の長地状区画に大部分が入植してい  

た。後述する水利権の戸別配水方式が導入された  

1900年までには，さらに縦道沿いと三区町では百  

間道周辺への入植が多くみられた。縦道東側への  

入植は，1888年以降株主に分割された土地である  

ことカ：ら，おもに株主所有地内への小作人植で  

あったと考えられる。また明治30年代以降は，入  

植者が土地を分割して百聞道周辺に分家を出す場  

合がみられた。鍬下年期の終了した1937年までに  

は縦道束側および西堀沿いへの入植がさらに増加  

し，1945年までにはとくに三区町の縦道東側への  

入植が多くみられた。入植はまず縦道と横道が中  

心であり，次第にその周辺へ拡大していったとい  
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第3図 入植戸数の変遷（二区町・三区町）  

（「二区町移住人名簿」折二区開拓史』，「三区町移住人名稗」『ふるさと三区．旦にも  

とづき作成）  

える。また株主への土地分割後は，その所有地内  

への小作人植が進んだと考えられる。  

C．入植者の属性  

1886年の「移住人名簿」により入植者の家族数  

をみると，単身入植は12．8％と少なく，2人から  

5人の家族がそれぞれ15％前後を占め，その大半  

は夫婦と子供の直系家族あるいは夫婦とその兄弟  

の傍系家族であった。入植者の職業は，197名中  

不明の27名を除き約65％が農民であった。農民以  

外では，大工8名，木挽6名，そのほか鉄工，石  

工，鞍工，土工，畳工，屋根工，曲物工，煙草刻  

など多様な職業がみられた。   

入植者の出身地は，1958年のアンケート調  

査29）によれば栃木県が全体の約46．5％と最も多  

く，そのうち那須郡が33．5％，硯在の西那須野町  

域が13．0％を占めていた（第5ヒ削。県別にみると  

長野県出身者が約19．5％と2番目に多く，関東お  

よび長野で入植者のほぼ8割を占めている。長野  

県出身者の中では，1884年諏訪郡落合村の伏見又  

右衛門，久保初太郎が最も早く入植し，続いて  

1886～1887年には下伊那郡から72戸の集団入植が  

行われた30）。地区別にみると，長野県出身者は  

二区町で約38．9％と高い割合を占めているのが特  

徴的であり，その大半が下伊那郡出身者である。  

また三区町と四区町では富山県下新川郡出身者が  

比較的多い。これは，移住入植が血縁関係や地縁  

的関係をもとに行われたことによるものであろ  

う。こうした出身地ごとのまとまりは，婚姻関係，  

信仰・祭礼組織といった社会組織の核となり精神  
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全体  

剛一区町  

三区町  

0  5  

．四区町  ニッ室区  

人柏崎期（年）  

◎ －1888（明治21）  

01889（明治22）－1899（明治32）  

●1900（明治33）～1937（昭和12）  

▲1938（昭和13）～1945（昭和20）  

第4国 人植者の入植年代別分布（－1945年）  

（「二区町移住人名簿」『二区間柘史』，「三区町  

移住人名簿」『ふるさと三区』にもとづき作成）   

的結びつきとしても機能していた。たとえば婚姻  

関係についてみると，聞き取りによれば明治・大  

正期には同郷出身者との婚姻を指向する者が多  

く，同郷出身かあるいは開拓地の近隣で婚姻関係  

を結ぶ例が多くみられた31）。   

檀家組織や氏子組織といった宗教組織に関して  

も，出身地ごとの結びつきが指摘できる。開拓地  

内には真言宗雲照寺，浄土真宗光尊寺・長延寺の  

3つの寺が存在するが，富山・新潟県出身者の多  

第5撰1入植者の出身地別割合  

（1958年那須開墾杜地区アンケート調査，農林  

省関東東山試験場「那城野原開発の一側面」に  

もとづき作成）  

くは光尊寺の檀家となっている。現在光尊寺檀家  

では報恩請および女人講が行われているが，これ  

らは富山県出身者が母柑で行っていた浄土真宗の  

宗教行事および民間信仰の形態を継承したもので  

あると言われている32）。神社は，1882年に那須  

開墾社によって烏ケ森神社が創建されたほか，各  

地区ごとに入植者によって共同で神社が祭祀され  

た。二区町では，下伊那郡出身者により諏訪神社  

が分社され，初詣に灯明を供えて参拝するのは長  

野県の風習といわれている。三区町では八坂神社  

と蚕影神社が共同で建立された。神社の祭礼も各  

区内で共同運営され，その多くは当番制をとって  
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いる。那横間墾杜開拓地には，蚕影神社あるいは  

養蚕神社といわれる養蚕関係の神社や小飼が多く  

みられるが，これは明治以降養蚕が盛んに行われ  

たことを示している。   

しかし，こうした婚姻関係や社会観織に見られ  

る出身地ごとの結びつきは，次第に班・区といっ  

た地線的な行政組織に包含されていった。さらに  

高度経済成長期以降は，生活形態の変化や新住民  

の流人が進行し，従来の社会的結びつきは希薄化  

の傾向が著しい。  

2）那須開墾社による開拓過程（…柑81年）  

a．那須疏水の開削と土地利用   

水利に乏しい開拓地においては，水をいかに縛  

るかが腋も深刻な問超であった。那狽閥墾封は開  

墾事業をすすめるにあたってまず水利を紫えるこ  

とを必磐とし，1882年縦迫に沿って飲用水路を引  

いた。さらに1885年には那須疏水範4分水として  

加治屋堀が開削されたが，加治屋堀は開拓地の東  

端を過り，主として内郷従道と大山巌とにより開  

かれた加治屋関取に水利を供給するものであっ  

て，那須開架社はほとんどその恩恵を受けられな  

かった‘〕そのため那須開墾社は社費と県の援助に  

より，1886年に縦堀を，1888年に帥堀を開削した。  

縦堀は飲用水路を拡張したものであり，縦迫沿い  

に南北約8kmに及んだ。前掲の節1国中に三区  

町の徴地形を示したが，地形的にみると開拓地は  

縦堀から西側へ次第に高くなるため，縦堀は若干  

低い場所を流れているといえる。西堀は，縦堀で  

は水利の及ばなかった地域への通水を目的とした  

ものであり，高度差を利用して開削したため縦堀  

とは対照的に曲折していた動。那須疏水は農業  

はもとより生活用水，防火用水としてもきわめて  

重要な役割を果たしていた。しかし縦堀・西城の  

開削後も開拓地南端部までの十分な通水は国難で  

あり，疏水上流部と下流部での水争いは絶えな  

かった34J。那須開墾社開拓期における土地利用  

については，1937年（昭和12）に鍬下年期があける  

まで土地台帳上の地目が山林・原野として登録さ  

れているため，その実態を把握することは困難で  

あるが，開拓地分割に際して作成された史料をも  

とに土地利用を考察してみよう。1888年那須開墾  

社は，移住入関墾分を除いた土地を23地区に分割  

し，各株主の株数に応じて土地を配分した35）。  

第6図は，分割された23地区の地目を示したもの  

である。全体に林地が卓越するが，とくにニッ室  

と凍北本線以北の縦道以西では大部分が林地であ  

る。水田はほとんどみられないが，2つの直営農  

場付近には畑地・草地が比較的多く，宅地も若干  

存在している。直営農場以外の入植者分与地では，  

1   

節6図 株主配分予定地の土地利用図  

（西那痕野町図書館所蔵の那須開墾社土地利用  

国J  

注）番号は土地配分に際して分割された地区番  

号を示す。  
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に対して，第二農場では全収入額は第一農場の約  

3．5倍であるが，その92％は株金などの投資によ  

る収入であり，収種物売却による収入は僅か5％  

であった。第一農場の方が開発が早く，土地条件  

にもめぐまれていたためであろう。1880年までの  

直営農場における開墾反別は16．94町歩であった。   

直営農場の労働力は，鯉出金株主と囚人，入植  

者の力投によるものであったが，その割合は漸次  

変化した。1883年頃までは無出金株主には林場使  

用料としての力役が課されていたが，株金の滞納  

が増加したため，1884年に株の整理が行われ無出  

金株主も廃止された。これにより旧村部農民によ  

る労働力供給がなくなり囚人労働が主となった。  

しかし囚人による農作業は技術的に困難であり，  

1887年には囚人労働も廃1ヒされ，直営農場の経営  

は入植者の力投のみに頼らぎるをえない状況と  

なった。また，1888年の「山本木区団畑小作帳」  

および「鳥ケ森区田畑小作帳」4（I）によれば直営農  

場の一部は各入植者が小作にはいり，1反につき  

20～30銭の小作料を納めていた。徳原（1984）はこ  

うした慢性化した労働力不足と労働力の質的変化  

を，那須開墾杜の解体の要因として指摘してい  
る41） 

。  

3）小作制農場の成立と解体（1888年～第2次  

世界大戦）  

a．土地所有の変遷   

那須開墾社の解散は1893年（明治26）であった  

が，実質的には1888年（明治21）の土地分割による  

地主小作利への転換を，那須開墾社の解体と捉え  

ることができる。1888年の申合規則改正により，  

移住人分余地830町歩と観象台以北の1，345町歩と  

を除いた1，336町歩が株主に分配されることと  

なった。分割方法は，分割予定地を耕地，宅地，  

山林，原野の地価と立木代をあわせた合計がおよ  

そ1，300円となるよう23組に分割し，また全株数  

230株を10株分を1組として23偶に分け，抽選に  

よって決定された場所に株数に応じた配当地を決  

定する方式であった42）。   

ここでは三区町を事例として，1888年以降の土  

耕地としての利用はほとんどみられないが，南部  

では牧畜経営のための草地が若干開かれていた。  

「移住入関墾計画書」36）によれば，1890年時点で  

1882年までに入植した者は平均7．54反を，1883年  

から1885年の那須疏水開削までに入植した者は平  

均5．49反を開墾し，入植者全体では平均6．12反を  

開墾していた。  

b．直営農場の経常形態   

那須開墾社の直営農場では，米国式大農経常を  

目指して洋式農具が導入され，畑作を中心とした  

農業経営および牧畜が行われた。直営農場におけ  

る1880年の開墾反別は16．94町歩であったが，  

1885年（明治18）までには田4．2町歩，畑60．4町歩  

が開墾された。収穫高からみると1881～1884年を  

通して陸稲がおよそ50％から75％を占め，最も亜  

要な作物であった。そのほかには小豆，大豆，大  

根，馬鈴薯，甘藷などが作付され，肥料としては  

過燐酸・馬骨粉・〆柏・粉糠などが用いられた。  

とくに馬骨粉は酸性土壌のリン酸を補うために用  

いられ，入植者は近隣の旧村部にまで馬骨の収集  

にでかけた。牧畜業としては，牛乳の販売や牧牛  

の貸付が行われていた37J。1880～1881年の牧畜  

経営について記した「牧牛飼料調」38Jによれば，  

1880年の飼育頭数は148頭であるが，売却は3頭，  

貸し付けは7頭のみであった。那須開墾社におけ  

る本格的な養蚕の導入は，1888年入植者へ桑苗を  

配布したのに始まり，1889年には全農家へ桑宙  

1921本の配布が行われが9）。しかしこの段階で  

は畑作経営が主であり水稲や養蚕による収入はほ  

とんどみられなかった   

植林は，1886年までに松63町歩，杉10町歩，轢  

67町歩，その他の雑木257町歩，果樹・桑などが  

植林された。松・杉は防風林として，桑は畑の周  

囲に防風垣として植えられた。経木林では釆が多  

く，那須開墾杜では入植者や旧村の農民に釆鑑札  

を発行して直営農場の収入源としていた。   

直営農場における1887年の経営収支をみると，  

第一農場では収穣物売却による収入が全収入額の  

71％，牧畜が約20％を占めていた（第7図）。これ  
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〔収  入〕  

第二農機  第→農機   

圏牧畜  
匡≡∃株金など  

転塾栗札  

［ニコ雉収人  

第一農機 〔支  州 第二農機  

職撼物畢  

琵馴巴物資  

皿飼料歎  

∈ヨ機械貨  

物租税  
亡コその他  

節7図Ill蛸●農場の縦′ト川丈友（1輔7でい  

（1887年那須開墾廿筒1椚2粗柳‡丈友、叩虐木肌  

史史料舶』近・現代5にもとづき作成）  

とんどの移住人が兼務力役を終えていた…。こ  

うした耶娼開壁祉における内部構造の変化は，  

1888年以前よりすでに始まり18舶年の株主への土  

地分割により決定的となった。  

1881年および18紺年の「申合規則」によれば那  

須開墾祉の結社期限は1881年から20年間と定めら  

れていたが，実際は1893年に解散を迎えた。∫1893  

年12月の「会社解散御属」●i7∫には，「予期ノ事業  

ハ租成功致慎二付，今般株主総会ノ決議ヲ以テ分  

派之上本月三十一日ヲ以テ僻散仕候」と記載され  

ている。現実には直営農場における労働力不足と  

経常不振，商法の改正に伴う運営上の問題点を考  

慮して解散に至ったと考えられている矧。   

那墳開墾杜解散後の開拓地内は，入植者の自・  

小作地と複数の小作別段揚が併立する形となっ  

た。とくに三区町では，矢板武が旧那須開墾社の  

直営農場を含む多くの土地を所有していた（第9  

図）。矢板農場は1888年の配分地（耕地6町6反17  

歩）と邸内移住者の義務開墾地（1町5反歩）を基  

地所有状況を検討してみよう。1888年の土地分割  

に際して作成されたと考えられる株主配分計画  

図柚によれば，三区町では矢板武，松方正義，佐々  

木高労，岩崎久弥らが多くの土地を所有してい  

た44I（節8睦＝。株主の氏名が記載されている株  

主邸地は，縦道以東の国道および加治屋堀沿いに  

みられる。これは交通および水利条件の良い場所  

に立地していたといえよう。とくに国道と縦堀の  

交差点付近は印南文作・矢板武の宅地があり，  

1888年には西那須野村役場も設置され，開拓地の  

中心的性格を有していた。1893年の那須開墾社解  

散時に，松方の千本松農場を除き，最も多く土地  

を所有していたのは矢板武152町，鳥山貞利152町，  

佐々木高菜130町であり，そのほかは大久保利和，  

吉田市十朗，大鳥高任，金井之恭，岩崎久弥，荘  

田平五郎といった東京出身の株主であった45J。   

入植者の力投は1890年（明治23）以降力投代人科  

の金納や分与地の一部返済により，力投の残役を  

支払う形態へと変化した。1892年（明治25）にほほ  
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盤として成立し，さらに那須開墾社解散時の分割  

地（原野120町9反7畝12歩，山林30町5反3畝20  

歩）と那須開墾社の直営地，建物，農具，家畜な  

どを譲り受け，直接事業を受け継ぐ形で創業を開  

始した。縦道の束は矢板の邸地と旧直営農場であ  

り，西側一帯は那須開墾社解散時の分割地である。  

前述の通り鍬下年期のあける1937年まで土地台帳  

上の地目は宅地，林地，原野のみであるため，所  

有原野の中に実際は耕地が含まれていた。央板農  

場では，移住小作人に対して小作料を1年間免除  

するなどの保護を与えて土地を貸与し，小作料お  

よび落葉下草採取料を徴収する小作経常を行っ  

た。矢板農場は下野銀行などに投資して利潤を拡  

大する－・一方で，他の農場や入植者の土地を買収し  

漸次所有地を増加させていった。1899年（明治32）  

には約295町歩，1920年（大正9）には堆高の約353  

町歩の土地を所有し，那娼開墾社地内において最  

大の農場となるに至った。那須開墾杜解散後は，  

こうした土地売買や移動が頻繁に行われ土地所有  

の変遷が著しかった。  

1937年（昭和12）の三区町における主要農場の土  

地所有状況をみると，1923年に移住人分与地にも  

多く土地を所有していた矢板，松方，千坂，細川  

らが，1937年にほ所有地を減少させていた（第10  

図）。たとえば矢板農場では1931年（昭和6）以降  

小作地の解放が進み，1937年には147．62町が東京  

の松村英光へ売却された。一方で移住人の所有地  

は拡大傾向にあったといえる。  

b．水利権の移動   

那須疏水における各分水への配水方法は1886年  

（明治19）に決定され，疏水全数量200偶のうち  

71，22胤35．6％を那須開墾社が占めていた勅。  

1898年（明治31）「西那須野村配水法」により制定  

された第4分水の水管理は，他の分水と異なる2  

つの特色を有していた。まず第1に従来の反別割  

に戸数割を加えた独自の配水方法が導入されてい  

たことである。反別割は，所有地5町歩につき水  

利権1口とするもので，土地を所有する者のみに  

水利権が与えられた。一方，戸数割は所有地の有  

第8図 三区町における土地配分計画図  

（西那兢野町郷土資料館所蔵の那須開墾杜株主  

配分にもとづき作成）  

注）名前を記した場所は株主邸他の子走地をホ  

す。  

第9図 三区町における矢板農場の所有原野（1911年）  

（1911年「央板農場山林原野名寄帳」にもとづ  

き作成）  
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らかじめ仝水路の漏水分（引水）を控除して各戸へ  

の配水を決定する独自の引水慣行を設けていた。   

第4分水においていち早く導入された戸別配水  

方式は，公平な水利用が可能となった点で，非常  

に画期的なものであった。しかし戸数割が通関さ  

れるのは1900年（明治33）1月1日以前に入植した  

者に限定されたため，入植年代により水利権所持  

戸数の割合が異なっていた（第1衷）。三区町にお  

いて，1886年（明治19）から1899年（明治32）までの  

入植者では，1925年（大正1射の段階ですでにおよ  

そ70％が水利権を所有していた‘〕これは前述の通  

り1899年までに入植した者には，戸数割の水利権  

が与えられたことによる。さらに1929年の配水法  

改正では，従来反別割の5町以下が切小柄てられ  

ていたのが，5町未満もーii卜一割合で端数をつけて  

水利権を配分されることになったr、これにより5  

町未満の小規模土地所有者虻反別割による水利権  

獲得が吋能となった。このため1932年珊沌17）に  

は全体としての所持戸数割合は商まったが，依然  

として1899年までの入植者と1900年以降1932年ま  

での入植者とでは大きな差がみとめられた。l和音  

の所持戸数は90％に増加したのに対し，後者は  

40％以下であった。ところが1954年（昭和29）には  

両者の差が縮小し，1900年以降の人柄者において  

も90％近くが水利権を所有するに至っている。こ  

れは昭和期以降の主要農場解体と自作農創設によ  

り，小作人が土地とともに水利権を漸次獲得した  

無にかかわらず1戸につき1口の水利権を各戸平  

等に与えるものであった。那須疏水における戸数  

割配水方式の導入は，士族授産の共墾社開拓地に  

おいては1893年（明治26）という早い段階で行われ  

たが，一般の移住民に対して行われたのは那須開  

墾杜開拓地が先駆であった。第2に，第4分水で  

は上流部と下流部の水量の格差をなくすため，あ  

節10図 三区町における主要農場の所有地（1937句三）  

（西那兢野町役場所蔵の土地台帳・地籍図にも  

とづき作成）  

第1貴 人植年代別の水利権所持戸数（三区町）  

入植年代   
水利権所持戸数  

入植戸数    1925年1932年1954年1985年   

1984（明治19）～1899（明治32）  32（1）  22  23  29  27（1）   

1900（明治33）～1925（大正14）  29（13）  4（4）11（8） 25（12）   

1926（大正15）～1932（昭和7）  ‖（6）  3（2）10（6）10（6）   

1933（’昭和8）～1954（昭和29）  43（18）   19（、9）18（9）   

1955（昭和30）～ユ985（昭和60）  214（17）   6（6）   

計   329（55）  29（6） 44（14） 80ほ7） 6＝＝   

（1925年「第4分水配水調査原簿」，1932年・1954年・1985年「第4分水配水明  

細帳」にもとづき作成）  

注）（）内は入植戸数のうち，水利権を所有する家からの分家戸数を示す。  
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加治屋堀において最も地主大農場の水利権支配が  

強く，自作農の創設が遅かったことを示している。  

これに対して西城では1922年の段階ですでに移住  

人の方が口数が多く，大農場の占める割合はその  

後も最も低かった。これは西側一帯は開拓当初か  

ら入植者により開墾が進められたことによるもの  

と推測される。  

C．農業経営  

1911年（明治由）西那須野村の農産物統計50）に  

よれば，陸稲の作付面積が205．4町と最も多く，  

水稲の約2．5倍であった（第2表）。そのほか大麦，  

小麦，大豆，馬鈴薯，トウモロコシなどが主要作  

物であった。馬鈴薯による澱粉製造も行われ，  

1910年（明治43）には二区町に西那須野澱粉製造所  

が建設された。   

西那須野における主要農場の所有反別と小作戸  

数をみると，1911年では各農場とも畑地の割合が  

圧倒的に高く，水田は最も多い西郷農場でも17町  

であり，畑地の28％にすぎない。果樹栽培も導入  

され，矢板農場で梅が1．65反，細川農場で梅0．2反，  

鳥山農場ではブドウ0．35反が栽培されていた（第  

3表）。   

また西那須野においては，明治以降養蚕が非常  

に重要な地位を占め，とくに水稲作に依存できな  

ためと考えられる。   

また水利権を持つ家からの分家とそれ以外の新  

たな入植者では，水利権獲得の割合に差がみられ  

た。戸数割が導入された1900年（明治33）以降，  

1900～1925年では水利権を持つ家から分家した13  

戸のうち34％は水利権を得ていたのに射し，新た  

な入植者はまったく水利権を獲得していなかっ  

た。すなわち入植者の大半は小作人植であったと  

考えられる。1926～1954年では新たな入植者も約  

32％が水利権を所持したが，依然として所持率は  

分家の方が高かった。水利権の譲渡は基本的には  

認められていなかったが，実際は話合いなどによ  

り水利権の売買・譲渡が行われた。水利の乏しい  

開拓地にあっては，血縁的・地縁的関係を有しな  

い新たな入植者が水利権を獲得するのは非常に困  

難なことであった。   

次に，第4分水における一般人植者と主要農場  

の口数の変遷を掘削に検討した（第11図）。1922年  

（大正11）では，加治屋堀と縦堀において主要農場  

の方が口数が多く，とくに加治屋堀はほとんどが  

主要農場で占められていた。1932年になると，縦  

堀においては移住人・主要農場ともに口数が約35  

となるが，加治屋堀では依然として大農場の割合  

が高い。加治屋堀では1942年（昭和17）に初めて主  

要農場と移住人の口数が等しくなる。このことは  

西  城  
（口）  

0   20  40  60   80  

縦  掘  

40   60  

加治屋堀  
（口）  （口）  

80  0   20  40   60  80  0   20  

1922（大正11）  

1929（昭和4）  

1932（昭和7）  

1942（昭和17）■  

1952（昭和27）  

（年）  

国夫板農場  

田諾禁㌶孟軍規針山計認戸・雲照寺，光尊寺，千坂・役場及   

⊂コ入植者  

第11図 掘削にみる水利権の変遷  

（那須疏水土地改良区所蔵の1932年「第4分水配水明細帳」，1922年・1929年・1942  

年■1952年「第4分水配水表」にもとづき作成）  
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節2衷l！朋l；須野村の農業生塵（1911年）  

作  物   作付反別   収穫高   単 価   収入金翻   

町 反   f：f   

水稲 粍米  78．8  2，2（）0．8   13．75   20．26l．U   

精米   2．8   77．0   16．87   l．299．U   

陸 稲   205．4  4，008．U   13．0（）   52、1U・4．4   

人 妻   45．4   759．9   5．0（）   3，799．7   

小 麦   63．9   575．l   8．00   4．6〔10，9   

栗   l．5   1．5   10．UO   150．0   

人 豆   48．し）   384．0   9．5   3．648．0   

小 豆   15．0   15（）．0   9．5   1，425．い   

3．0   1．5   9．（）   13．5   

19．5   2：う．4りJ本）   5．い   117．1二）   

人 参   l．5   1ミ）．（＝力本）   二う．t】   4，5，9   

′巨 華   ：う．5   ：柑．封力■本）   5．い   151∴う   

：う．0   t．5りJ本）  15．い   f；7．5   

：う．し）   上5りJ■本）   2．り   ・1：う2．（I   

35．0   川．5（ガノ）  5州．（）   5．25り．1）   

5．0   4り．（）（了ノ／）   4．し）   川什11   

3（〕．0   750．（jりJ〆）   5．（l   碗 主よ          大 根                     ・           葱    ・・      頻          掲鈴著          滞 左          トウモロコシ  3，門0．（）   

（1911年「西那媚野付郷土．誌原稿】一にもとづき作成）  

節3東 西那須野における主要農機の所和丈別 ＝9‖年）   

田   畑   果樹園   けl 林   原  野   小作打数   

町反畝  町反畝  町反畝  町反畝   再  

千本松（松‾加  ニう36．8．：i  

細川第一  l．0．0   （，）．2．0  8  

細川第二   0．3．〔I   5，（）．り  

矢  板   4．1．0  20．0．0  1．6．5  6   

千  坂   2．0．0  56．0．0  4．0．〔）  8  

大  山   3．0．8  485．5．2  192．4．7   3（；，0．0  

西  郷   17．（）．0  60．0．0  18（）．（）．0   40  

佐々木  2．0．0  92．0．0   

鳥 山  1．4．0   0．3．5   27．3．7  

（1911年「西那須野村郷土誌原稿」にもとづき作成）  

盲主）空欄は記載なし。  
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では作付面構からみると，1911年以降大麦が減少  

したのに対し，小麦は約2倍に増加していた。   

第12図には1893年（明治26）から1958年（昭和33）  

までの西那須野柑における自・小作戸数の変化を  

示した。那須開墾社が解散した1893年の自作農率  

は69．6％と高い割合を占めていたが54） ，1910年  

には14．6％と著しく割合が低下している。これは  

入植者の力役未納分返済あるいは経営悪化による  

土地売買が進んだ結果と考えられる。これにより  

入植者の土地は農場地主などに集積され，自作か  

ら自・小作あるいは小作への転換が進行した。鍬  

下年期の終了する1937年では自作24．4％，自・小  

作32．8％，小作42．8％で，依然として小作の比率  

が高い。しかし，自作戸数は第2次世界大戦にか  

けて若干の増加傾向を示し，さらに農地解放後の  

1950年（昭和25）には80．‖‘と著しく増加した。…一  

方，自・小作および小作は漸次減少し，1950年で  

はそれぞれ14．1％，5．8％となった。   

那須開墾社開拓地における最大の農場であった  

矢板農場では，小作料収入だけでは農場が経営で  

きなかったことに加え，矢板銀行の経営不振によ  

り，1931年以降小作人への土地分譲が進行した。  

また鳥山農場でも1931年に61町歩が小作農民の請  

願により解放され，細川農場では昭和初年に小作  

い農民にとっては最も重要な収入源であった。那  

須開墾社が1883年に桑箇の配布を行ったのを初め  

として，桑園は次第に増加していった。とくに  

1886年には，前述の通り養蚕の先進地である長野  

県下伊那郡より多くの農民が入植し，さらに1890  

年には群馬県佐波郡島村より田嶋弥三郎が移住し  

て養蚕技術の導入や発展に貢献した51）。1905年  

には三区町に組合製糸工場が創設され，1907年に  

大和粗製糸工場へ引き継がれた。1916年には千坂  

製糸工場が建設され，1921年に県是製糸第1工場  

となっが2）。   

「西那須野村郷土誌原稿」による1911年西那須  

野村の全生産額で最も多いのは穀類84，654円，つ  

ぎに生糸を中心とした工業製品85，198円，蚕業  

34，798円であり，読某栽培，林業，牧畜の占める  

割合は相対的に低かった。生糸，屑物，澱粉，煉  

瓦および瓦をあわせた全工業生産額85，196円のう  

ち約91．8％は生糸が占めていた。   

つぎに1930年（昭和5）の西那須野村農産物統  

計53）をみると，1911年と比較して水稲の作付面  

積が著しく増加していた（第4表）。1911年以降の  

19年間で水稲の作付面積は180町歩増加し，水稲  

の収入金額も18．7％の増加となった。水稲と陸稲  

の比率は1対2．5から1対1へと変化した。麦類  

第4東 西那須野村の農業生産（1930年）  

作  物   作付反別   収穫高   単 価   収入金額   

町 反   石   円   円  

水稲 樺米  229．5   4，4ア5．0   16．0   アユ，600．0   

稀米   4．0   66．0   17．0   1，122．0   

陸 稲   234．3   1，815．0   13．59   24，657．0   

大 麦   37．4   760．0   7．00   5，320．0   

小 麦   132．4   1，192．0   12．0   14，304．0   

粟   2．3   28．0   6．0   168．0   

稗   14．6   219．0   5．0   1，095．0   

大 豆   51．9   260．0   10．0   2，600．0   

馬鈴著   28．5   57，000．0（〆）  0．07   3，999．0   

里 芋   18．5   37，000．0（〆）  0．12   4，440．0   

甘 藷   24．7   54，340．0（〆）  0．1   5，434．0   

蕎 麦   16．2   146．0   5．0   730．0   

トウモロコシ   22．6   230．0   7．0   1，421．0   

（1931年「西那須野柑郷土誌」にもとづき作成）  
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第12図 自・小作戸数の変遜（西那須野村）  

（1911年「西那須野村郷土誌原稿」，1932iF「伸那鎖野村郷土誌」，凹鵬掛196ニう）「叫  

那須野町史原稿」にもとづき作成）  

地を解放し，山林も1941年までに分課された55）。  

こうして昭和期にはいると主要農場も次掛二小作  

地を解放し，主要農場の解体が進行した。  

Ⅱ 第2次世界大戦後の開拓集落の変容  

1）電気揚水ポンプの導入による土地利用の変  

遷  

a．開田化の進展   

第2次世界大戦後，那須野ケ原における開田化  

を急速に進める要田となったのは電気揚水ポンプ  

の導入であった。1950年（昭和25）から1970年（昭  

和45）にかけて那碩野ケ原全体では水田面積が約  

2．8倍の増加を示したが，地域的にみると扇端部  

の旧村地域は平均2倍であったのに対し，西那須  

野町は4．6倍と著しい増加傾向にあった56）。すな  

わち那須開墾社開拓地は，那須野ケ原のなかでも  

とくに水田化の著しい地域であった。ここでは三  

区町をと－）あげ，地籍図と土地台帳をもとに第2  

次世界大戦後の土地利用の変遷について考察す  

る。とくに1952年川田口27）と1970年（昭利45）には  

土地台帳に地目の変更が一括して記載されている  

ため，両年について土地利用の復原を行った。   

まず第13回に三区町における1952年の土地利用  

を示した。宅地は，縦道西側では開拓当初の30間  

ごとの地割を踏襲して規則的に分布し，また西堀  

にも隣接して分布がみられる。一方，縦道東側の  

宅地は散在状況を示していた。三区町では全体的  

に畑地が卓越していたが，水田の大半は縦堀およ  

び西堀沿いの宅地に隣接して分布していた（〕これ  

は入植者が宅地に隣接した排他から開口＝ノたため  

である。縦迫以東の宅地に隣接しない水江廿右 旧  

大農域の開発した水田が多く，地割が比較的人き  

い。西嚇のJ離別こはこの段階でも山林が多く残さ  

れていた。電気掲水ポンプ導人以前は，耶墳疏水  

と若二fの舶抜き井戸が唯脚・の潅漑水利であったた  

め，とくに高度の商い西堀以西はまだ耕地が聞か  

れていない状況であった。，。  

1983年（昭和58）における三区町の那須疏水受益  

地をみると，疏水受益地が簡15図の水田分布とほ  

ぼ類似していることがわかる（節14図）。これによ  

り1952年に開かれていた水田の大半が那須疏水を  

利用して潅漑されていたといえる。那須疏水′受益  

地は縦堀および西堀周辺に多いが，嚇から比較的  

離れた場所にもみられる。これは疏水から多くの  

小文分水が設置されていたことによる。第4分水  

の小支水路は1900年（明治33）に31本設置されてい  

たが，1915年（大正4）までには23本増加して54本  

となっていた。これは戸数割の導入などにより，  

水利権の所持戸数が増加したことによる。その後  

も小文水路は増設され，1929年（昭和4）は60本，  

1952年（昭和27）にほ73本と増加した。数の上では  

西堀が最も多い。小支水路の増設は水利組合評議  

委員会の許可が必要であり，評議委員会の実権は  

大農場主またはその管理人に限られていたため，  

一般入植者の意向はなかなか反映されなかっ  

が7j。しかし，こうした多くの小支水路の増設  

は他の分水地域には見られないもので，第4分水  
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第13図 三区町の土地利用（1952年）  

（西那須野町役場所蔵の土地台帳・地籍図にもとづき作成）  

地域の開田化の進行を促進させた大きな要因と考  

えられる。   

つぎに土地利用の変化をみるために，1970年（昭  

和45）の三区町における土地利用を第15図に示し  

た。全体的にかなりの畑地と山林が水田に変化し，  

水田面積が著しく増大した。農林業センサスの集  

落カードによれば，1960年から1970年にかけて，  

三区町の水田面積は11．58haから21．11haと約  

1．8倍に増加したのに対して，畑地は6．78haか  

ら2．13haに減少していた。西堀以西には山林が  

若干残されているが，水田に転換された場所も多  

い。これは1960年代以降，電気揚水ポンプの導入  

とともにブルトーザーなどの大型機械導入によっ  

て，平地林の直接開田や，畑地・牧草地を掘り下  

げて床締めをした陸田の造成が行われたことによ  

る。畑地の多くは宅地の周囲に分布し，小さな区  

画に限られている。また縦堀と酉堀の間の地割は，  

かなり分筆が進んでいた。これは，縦遭沿いの入  

植者が西側へ開墾地を拡大し，分家を出す場合に  

は西側の所有地を分割していく場合が多かったこ  

とによると推測される。一山方，縦堀の東は西に比  

べ一筆の面積が大きく，分筆があまりすすんでい  

なかった。比較的大きな宅地はアパートであり，  

三区町においても昭和40年代以降アパー トの造成  

や宅地の分譲が行われてきた。減反政策による農  

地転用も，宅地の増加を促した。また国道沿いで  

は，現在多くの事業所が立地し，商業的利用も進  

みつつある。第2次世界大戦以降の電気揚水ポン  

プ導入は開拓地において畑地卓越地帯から水田卓  

越地帯への急激な変化をもたらしたが，近年はこ  

うした新たな土地利用の変化が生じつつある。  

b．電気揚水ポンプの導入過程   

三区町における土地利用の変化とりわけ開田化  
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節14図 耶狛疏水受益地の分布（1983年）  

（那須疏水土地改良区，1983i囲l；須疏水受益地調査にもとづき作成）  

は1950年から1955年にかけて最も設置台数が多  

く，三区町のみは1955年から1960年にかけてが  

ピークであった。ポンプは開布地全体に分布して  

いるが，宅地の周辺および道路沿いに多くみられ  

る。アンケート調査によれば，およそ5分の1に  

あたるポンプは那須疏水と併用されていた。設置  

年次は相対的に南部の方が早く，とくに1949年（昭  

和24）以前の設置は国道以南にみられた。これは  

地下水面の探さが関係していると思われる。そこ  

で第17図に，各区町ごとのポンプの探さ別分布状  

況を示した。相対的に南から北へいくにしたがっ  

て地下水位は低くなり，南端から北端では約40m  

の叢がある。．－一区町では，10m以上20m以下の  

ポンプが約63％と最も多いのに対して，四区町で  

は20m以上30m以下が約62％を占めている。深  

さは南北に異なるだけでなく，縦堀および百間道  

を境とした東西でも差異がみとめられた。たとえ  

の進行は，怒気揚水ポンプの導入によるところが  

大きかった。五味（1986）5別によれば，那須野ケ  

原全体では，1950年代以降急速に揚水ポンプが普  

及し，とくに早期のポンプは，東北本線沿いから  

南東にかけての地域に多く設置されていた。すな  

わち那須開墾杜開拓地の南部は，那須野ケ原全体  

からみてもポンプ導入の早い地域であった。   

那須開墾杜開拓地では，明治40年代に田嶋弥三  

郎により地下水汲み上げ潅漑が試みられたが，ポ  

ンプの性能が悪く成功には至らなかっが射。こ  

こでは，その後のポンプ導入過程を明らかにする  

ために，1985年（昭和60）度農業用地下水利用実態  

調査弧にもとづき，設置年次別の電気揚水ポン  

プの分布を第16図に示した。那須開墾社開拓地に  

おける揚水ポンプは1943年（昭和18）に最初に導入  

され，1950年以降著しく増加している。設置年次  

を各区町ごとにみると，－・二・四区町において  
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第15図 三区町の土地利用（ユ970年）  

（西那須野町役場所蔵の土地台帳・地籍図にもとづき作成）  

した。1957年（昭和32）で三区町の電気揚水による  

開田農家は93戸で，1反以上経常する農家の7B％  

を占め，ポンプ1台あたりの平均馬力は4．9馬力，  

1馬力あたりの潅漑面積は約3．5反であった。ま  

た三区町の電気揚水ポンプによる開田面積55．5町  

のうち，共同施工の揚水開田は西部土地改良区で  

約34．1町，輿農土地改良区で約7．6町と全体の76％  

を占め，電気揚水ポンプによる開田の多くが共同  

施工によるものであったことがわかる。  

2）農業経営の変遷  

a．近年の農業経営   

電気揚水ポンプの導入と開田化の進行に伴い，  

農業経営も第2次世界大戦後大きく変化してき  

た。那須開墾社開拓地は戦前までは畑作中JL、の農  

業経営が主であったが，現在は那須野ヶ原の中で  

もとくに水稲作中心の農業経営が卓越する地域と  

ば一区町においては，縦堀の東側に10m未満の  

井戸が多くみられ，同様に三区町・四区町でも，  

縦堀の東側が西側に比べ相対的に地下水位が高  

い。四区町の縦堀周辺には10m未満の井戸もみ  

られる云 こうした地下水位の差異は，那須開墾社  

の土地利用にも影響を与えていたと考えられる。  

すなわち入植は開拓地の中でも比較的高度が低く  

地下水位が高い南部より行われ，第一農場も最南  

端部に置かれた。さらに株主の邸地や，1888年以  

降の分割所有地は縦堀以東に配されていた。疏水  

開削後も，生活用水および潅漑用水は疏水のみで  

は十分ではなく，堀抜き井戸が利用されていたこ  

とを考慮すると，那須開墾社の土地利用はこうし  

た土地条件が反映されたものであったといえよ  

う。   

また1955年（昭和30）以降，ポンプの設置台数の  

増加に加え，ポンプ1台あたりの受益面積も拡大  
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口，1970～1979年  

△1960～1969年  

▲1950～1959▲fF  

卜∴ 
（年，  

1945195519651975（年）  

1945195519651975（年）  

1945195519651975（年）  

第16国 電気揚水ポンプの設置年代別分布  

（那須疏水土地改良事務所，1985年農業用地下水利用実態調査にもとづき作成）  

なっている。本節では，農林業センサスと聞き取  

り調査をもとに，第2次世界大戦後の三区町にお  

ける農業経営の変遷について考察する。  

1970年（昭和45）から1985年（昭和60）にかけて西  

那須野町全体の農業就業人口は3門占減少し，三区  

町でも32％の減少を示した。年齢別にみると，29  

歳以下の若年層が大幅に減少していた。一方，60  

歳以上の老年層は増加しており，全体的に高齢化  

の傾向がみとめられた。また相対的に男子の減少  

率が女子に比べて高く，農業労働の女子への依存  

度が高まっている。   

三区町における1960年（昭和35）以降の専・兼業  

別農家数の変遷をみると，1960年には総農家の  

65％が専業であったが，1970年（昭和45）になると  

専業農家が著しく減少していた（第18図）。第一種  

兼業農家は1970年以降最も高い割合を占め，1980  
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第17図 電気揚水ポンプの探さ別分布  

（那須疏水土地改良事務所，1985年農業用地下水利用実態調査にもとづき作成）  

年（昭和55）には55％となった。しかし1985年にな  

ると，わずかではあるが専業農家が増加し，第一  

種兼業農家は逆に55ヲ‘から43％に減少している。  

ところが西那須野町全体でみると，専業農家は  

1960年以降漸次減少し，第2種兼業農家の割合が  

増加する傾向を示していた。兼業農家の増加は，  

農業労働の省力化や農外就業機会の増加によるも  

のと思われる。とくに1970年代以降は国道沿いを  

中心に工場・各種事業所が立地し，1980年には三  

区町において非農家戸数が農家戸数を上回る結果  

となった。   

経営耕地規模からみると，三区町において1960  

年に3ha以上の経営を行う農家は，稔農家の約  

9・7％であったが，1970年には24．6射こ増加し，  

全体的にも経営規模の拡大がみられた。これは電  

気揚水ポンプの導入による水田の拡大によるもの  

と推測される。1980年における三区町の1戸あた  

りの平均経営規模は約2．7haであり，栃木県平  
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均の約1．3ha，西那須野町平均の約1．7haと比較  

し経営規模が大きい。   

つぎに作物収穫面積から農業経営の変遷につい  

て検討した（第19図）。1960年（昭和35）と1970年（昭  

和45）では収穫作物に大きな差異がみとめられる。  

1960年では水稲は仝収穫面積の約30％を占めてい  

たが，1970年には88％と著しく増加した。逆に麦・  

雑穀類，マメ類はかなりの減少を示した。1960年  

では電気揚水ポンプがすでに導入されていたが，  

収穫面積の上では畑作物が半分以上を占めてい  

た。  

1970年以降は，水稲の収穫面積が減少傾向にあ  

るのに対して，麦類，マメ類が再び増加している。  

これは1970年以降の米の生産調整および水田利用  

0  50  

再編村策による減反の影響であると推測される。  

1978年（昭和53）以降，水稲作からビール麦，牧草，  

大豆，果樹，桑，花木，読菜などへの転作に対し  

て，1反あたり5万円および部落割当面積の完全  

消化による計画加算金の2万円，合計7万円の奨  

励金が政府から交付されることになった。三区町  

における主な転作作物は，麦類（大麦・小麦・ビー  

ル妾），大豆，飼料用作物（牧草・デントコーンな  

ど），花木であった。また転作対策として，1978  

年（昭和53）には麦作集団組合，大豆生産組合が結  

成されている。しかし減反により水稲収穫面積が  

減少したとはいえ，1985年（昭和60）においても，  

米を販売金額第1位とする農家は91％と圧倒的に  

多く，水稲が減反後も依然として敢も薮要な作物  

100  150（戸）  

1960（昭和35）   

1970（昭和45）   

1975（昭和50）   

1980（昭和55）   

1985（昭和60）  

（年）  

第1緋考l尊・兼紫別農家数の変化（三区町）  

（1970・1975・1980・1985年農林菜センサスにもとづき作成）  

注）グラフ円の数字は％を示す。  

20  40  60  80  100（％）  

1960川百和35）  

1970（昭和45）  

1975（昭和50）  

1980欄㈲55）  

Eコ稲 監ヨ麦類   

匠召マメ類匡詔二Ⅰ選作物  

匡ヨ警警遠国花井・種苗  

圏鞘［コその他  
1985（昭和60）  

第19回 作物類別収穫面積の変遷（三区町）  

r1970・1975・1980・1985年農林業センサスにもとづき作成）  
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再び養蚕経営の拡大が行われた結果である。1974  

年（昭和49）には椎蚕共同飼育所が設置され共同桑  

園の造成も行われたが，労働量の多さと価格の不  

安定さにより養蚕は後継者から敬遠される傾向に  

ある。  

b．事例農家の農業経営   

開田化の進行と減反政策による転作奨励によ  

り，第2次世界大戦後三区町においても農業経常  

の変化がみとめられた。ここでは聞き取り調査を  

もとに個別農家の現在の農業経営について検討を  

おこなう（第20図）。   

縦道の西側に宅地を持つA農家は，1886年（明  

治19）に長野県下伊那郡より入植した。硯在は宅  

地1ha，水田1．6ha，畑1．5ha，山林1ha，貸地  

であるといえる。   

また1955年から1965年にかけて急速に機械化が  

進展し，農業労働の省力化は前述の通り農外就業  

の増加を促した。三区町では，1960年から1964年  

にかけて耕転機導入のピークを迎え，さらに1980  

年にかけて排転機にかわりトラクターの利用が支  

配的になっが1）。   

つぎに第5表に，家畜の飼養農家数と飼養頭数  

を示した。乳牛は，1970年に三区町において25戸  

の農家で92頭が飼育されピークを迎えたが，その  

後減少傾向を示した。一方肉牛は1960年から1970  

年にかけて飼養農家が半分に減少し1985年に至っ  

ているが，飼養頭数は逆に増加し，経営規模の拡  

大が行われたことを示している。養豚は三区町に  

おいては1975年までみられたが，1980年以降は行  

われていない。養鶏も1960年以降飼養農家は減少  

し，1975年までは経営規模の拡大が行われたが，  

1980年には急激に衰退した。   

養蚕は明治期より農家の現金収入テ原として最も  

重要であり，昭和初期には全盛期を迎えたが，戦  

時下から戦後の一時期にかけて緊急食糧増産村策  

により衰退傾向を示した。さらに1960年代以降の  

開田化に伴い，桑畑の水田化も急速に進行し養蚕  

が急減した。第4表に示された通り，三区町では  

1970年以降養蚕経営農家が減少している。ところ  

が三区町全体の飼育数は1970年から1975年にかけ  

て増加しており，西那須野町においても同様の傾  

向がみとめられた。これは減反政策の進展に伴い，  

■■宅地 E：コ畑 掲細 E逆ヨ野菜・桑   

園楠木 ∈書ヨHl林［ニコィ珊付地   

第20図 事例農家の土地利用（A農家・B農家）  

（1988年5月聞き取り調査により作成）  

第5喪 家畜飼養農家および養蚕経営戸数の変遷（三区町）  

牛  乳   肉  牛   豚   鶏   養   蚕   

戸 頭   戸 頭   戸 頭   戸  羽   戸  籍  

1960                    17 27（1．6）  36 40（1．1）  5 9（1．8）  661，100（16．7）  

1970  25 92（3．7）  17 27（1．6）  6 42（7．0）  33 2，610（79．0）  26 375（14．4）   

1975  10 68（6．8）  17 63（3．7）  3 6（2．0）  16 3、408（213．0）  23 397（17．2）   

1980  7 48（6．9）  15 62（4．1）  0  0   4  70（17．5）  18 240（13．3）   

1985  3 55（18．3）  17 94（5．5）  0  0   1 10（10．0）  17183（10．7）   

（1970年，1975年，1980年，1985年農林業センサスにもとづき作成）  

注）（）内は1戸当りの頭数，箱は掃き立て卵量の単位を示す。  

－はデータなし。  
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0．3haの土地を所有している。宅地とその周囲  

の耕地は入植当時の長地状の地割を踏襲したもの  

で，屋敷の北西には2列からなる杉の防風林（ヤ  

ウラ）がみられる。宅地の周囲は縦堀からの潅漑  

による水田0．4ha，畑地0．9haが開かれ，畑地で  

は小麦0．3ha，植木0．6haが作付されている。縦  

追の束側には，水田0．6ha，大豆・ブロッコリー  

0．3haが作付されている。酉堀以西の耕地は，  

第2次世界大戦前に矢板農場などから購入したLLl  

林を1950年に開墾し耕地化した。1953年に電気用  

水ポンプを導入し，現在水稲1．8ha，そのほか柏  

木0．1haが作付されているが，減反により0．2ha  

は不作付地となっている。また現在畑地の24．7％  

で植木栽培が行われ重要な税金収入源となってい  

る。植木栽培は，1978年以降減反に伴う補助金の  

対象となり，二区町においては1949年（昭和24）に  

「農耕クラブ」と称する研究会が発足し，塩那農  

協植木集荷センターが設置された。現在二区町に  

おいては植木栽培を専業とする農家も存在してい  

るが，三区町では小規模な副業的経常がほとんど  

である。   

つぎに那須閉鎖社により株主の所有地として設  

定された縦迫の東側にある農家について検討して  

みよう。B農家は1917年（大正6）に矢板市から入  

植し，1927年まで先取農場の管理人を務めていた。】  

当初は那須開墾杜事務所を引き継いだ矢板農場事  

務所に居住していたが，1935年前後に矢板農場所  

有地であった現在地へ宅地を移した。現在水田  

4．1ba，畑地2．9ha，山林3．5haを所有し，経営  

規模は大きい。母，夫婦，子供2人の計5人の専  

業農家である。宅地周辺の水田4．1baのうち1．6  

haは減反のためビール麦・大豆などを栽培して  

いる。2．9haの畑地では，ネギ・里芋・馬鈴署・  

キャベツなどを作付している。また西堀以西に所  

有している2haの山林のうち，0．1haは1955年  

に電気揚水ポンプを導入して水田および畑地に開  

墾し，現在大豆・サツマ芋・桑などを作付してい  

る。山林は昭和30年代までは薪や落葉の採集源と  

して重要であり仁現在も落葉堆肥の利用が若干行  

われている。しかし近年ではそうした利用価値が  

うすれ，とくに西嚇以西では別荘分蘭地などの開  

発が進行しつつある。  

Ⅳ おわりに  

本稿は，扇央郎の劣悪な土地条件のもとにあり  

ながら水田卓越地帯へと発展してきた那須開墾社  

開拓地の地域的特色が，どのような発作のもとで  

いかなる過程を経て形成されてきたのかを明らか  

にするために考察を行ってきた。ここではまず3  

つの時期区分に従い変容過程の検討を行う。   

第1期は1880年に設立した那覇開墾社により開  

拓集落としての形態が紫えられた時期であり，縦  

堀を中心として東側に直悩磯暢と株主の邸地が置  

かれ，西側は自作人柄者へ一定の区画が分与きれ  

た｛1地形的に縦鋸以東は西側に比べ地‾卜水位が高  

く，より水利を得やすかった，【▲1881年以降南部の  

ニッ室・仲・区より人仰が開始され．とくに1885年  

の那媚疏水開削後は入植肴が増加L継続的に人柄  

が行われた自 大儲経常を目指した2つの匿′粁農場  

では陸稲・小麦・大麦・雑穀・ マメ瑚を中心とす  

る畑作経常，牧畜が行われ，労働力は人棉者と撫  

出金株主の力役により賄われていた。1885年には  

第4分水加治屋堀が開削されたが，開拓地内への  

水利供給は不十分であったため，那須開架社は県  

の授肋を受けて独自に縦堀および西噸を開削し  

た。これにより縦迫以西にも水を供給することが  

可能となり開墾が促進された。入植者は開発出身  

者が約8割，なかでも栃本県Ⅲ身者が約46％と段  

も多く，1886年の段階では約65％が農民であった。  

三区町においては富山県出身者が多く，本・分家  

関係，婚姻関係や信仰組織において出身地ごとの  

結びつきがみられた。また長野県と群馬県出身者  

は養蚕技術の発展に貢献し，那須開墾社の奨励と  

ともに養蚕が重要な現金収入源となった。   

第2期は1888年に株主への土地配分が行われ，  

土地所有形態が大きく変化した時期である。これ  

により共同結社的性格は崩壊し，複数の地主・小  

作制農場が成立した。土地分割彼の各農場では，  

畑作経営を中心に養蚕，果樹栽培，植林，牧畜が  
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も進行し，非農家流入による著しい人口増加傾向  

がみられた。西那須野駅を中心とした市街地も拡  

大傾向にあり，農業地域としての性格は次第にう  

すれつつあるといえよう。   

以上の考察より，本対象地域が開田化の進展度  

および規模の点で他の開拓地に常に先行してきた  

要因を次のようにまとめることができるであろ  

う。本対象地域は共同結社である那須開墾杜によ  

り開拓が着手された点で集落形成期においてすで  

に他の個人農場とは異なる性格を有していた。と  

くに開拓意識の高い印南・矢板といった地元有力  

者の存在は，自作入植の促進や開墾肇礫の拡大に  

少なからぬ影響を及ぼした。それは那兢開墾社が  

2本の疏水を独自に開削したことにも示されてい  

る。また地下水位が深いとはいえ，他地域に比べ  

ると南部では地下水位が10m以下であり，3本  

の疏水と合わせ，水利用の点では扇東部の他聞托  

地より有利な土地条件下にあったといえよう。第  

4分水では水利組合の結成も早く，とりわけ他の  

分水地域に先駆け戸別配水方式が導入されたこと  

により水利権独得戸数の増加がみられた。さらに  

昭和期以降の主要農場の解体は自作農の創設を促  

進させた。また恵まれた交通条件は開布地におけ  

る開鍍主体である入植者の増加につながり，さら  

に近年では住宅分譲地の増加や工場・事業所の建  

設に拍車をかけている。   

社会的統合過程については本稿では十分な検討  

をなしえなかったが，入植者の婚姻関係・信仰組  

織などにおける出身地ごとの結合は開拓地での生  

活の定着た伴い，漸次各地区の自治組織・生産組  

織などへ包含されていったといえる。とくに水利  

組合・生産組合といった生業組織の活動が積極的  

に行われたことは，土地利用および生業形態と密  

接に関わり，本対象地域における地域統合に大き  

な影響を及ぼしたと考えられる。   

最後に，開拓集落の変容過程と地域的特色を捉  

えるうえで，開拓集落において従来指摘されてい  

るフロンティア精神や入植者の流入にともなうイ  

ノベーション受容の過程などについて明らかにす  

ることが今後の課題として残された。また地域的  

行われ，若干の水田も開かれた。1911年（明治44）  

における西那須野柑の主要農作物は陸稲で，その  

生産額は水稲の約2倍であった。しかし1930年（昭  

和5）には水稲と陸稲の作付面積の割合が等しく  

なり，水田面積はおよそ180町歩増加した。これ  

は那須野ケ原における他の開拓地と比較して，開  

田化の進行が早かったことを示している。   

那須開墾社解散直後は入植者が力役代人科とし  

て土地を手放したことなどにより，自作農が減少  

し自小作の割合が増加した。しかし株主間の土地  

売買が進行し，昭和初期より主要農場の解体が進  

み，自作農の創設が進行した。また土地所有権の  

移動に伴う水利権の移動も行われ，入植者への水  

利権の解放も進みつつあった。とくに1900年（明  

治33）以降，第4分水では戸別分水方式が導入さ  

れたことにより，他の分水地域に比べ入植者の水  

利権獲得が早かったと推測される。しかし堀別に  

みると，水利権獲得過程には差異がみられた。と  

くに西堀では，1922年（大正11）の段階ですでに移  

住人の所持口数が主要農場の口数を上回ったが，  

縦堀では1932年（昭和7）以降，加治屋堀では1942  

年（昭和17）以降とその時期は遅れた。これは縦道  

の束側は那須開墾社の株主が所有していたことに  

よる。   

第3期の第2次世界大戦後は，昭和30年代を  

ピークとする電気揚水ポンプ導入による開田化が  

進行し，土地利用が急激に変化した。ポンプは比  

較的地下水位の高い南部の一区町および縦堀の東  

側より導入され，1952年（昭和27）の段階で山林・  

畑地であったかなりの面積が，1979年（昭和54）に  

は水田に変化していた。三区町において，水稲は  

1960年で全収穫面積の約35％を占めていたにすぎ  

ないが，開田化の進行とともに1970年には85捌こ  

増加した。1975年以降は減反政策により水田が若  

干の減少傾向を示し，飼料用作物，花木・種軋  

マメ類への転作が行われたが，1985年の段階では  

依然として水稲が作付面積の65％を占め，水稲作  

中心の農業経営が卓越している。しかし1970年以  

降，とくに国道4号の周辺では工場や各種事業所  

の建設が行われ，宅地・アパートや分譲地の造成  
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特色をより明確にするためには，他の開拓集落や  

既存集落との比較検討が重要な手がかりとなるで  

あろうし、  

付 記  

本稿を作成するにあたり，西那須野町図書館の  

西沢道夫先生，西那須野郷土資料館の金井忠夫先  

生には終始御指導・御助言を賜り，貴重な資料を  

提供していただきました。また西那須野町役場の  

税務課・農政課，那須疏水土地改良区の方々に多  

大な御協力をいただきました。現地での聞き取り  

調査に際しては二区町の佐々木弘夫氏，三区町の  

辻野常夫氏，武隈亜弘氏を初めとする多くの方々  

にお世話になりました。，記して蝉くお礼申し上げ  

ます。また筑波大学人文学類2年熊谷明彦氏，同  

学類1年酒井費己子・篠崎雄一の各氏には昭和  

62・63年度の歴史地理学実習に際してご協力いた  

だきました。ここに感謝の患を表します。  

的課題，西那須野町郷土資料館紀乳 3，1～20．  
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①経骨方式が，欧米の直訳模倣的であった．   
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と．   
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